
(第 1条 関係 )寒 川町 一般 職の 職員 の期末 手当 及び 勤勉 手当の 支給 に関 する 規則新 旧対

照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(期 末手当 の支 給を 受け る職 員 ) (期 末手当 の支 給を 受け る職 員 ) 

第 3条  条 例 第 1 7条 第 1項 後 段 に 規 定 す る

規 則で 定め る職員 は、次 に掲 げる 職員と

す る。  

第 3条  条 例 第 1 7条 第 1項 後 段 に 規 定 す る

規 則で 定め る職員 は、次 に掲 げる 職員 と

す る。  

( 1 ) そ の 退 職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又

は 死亡 した 日にお いて 、前条 各号 のい

ず れか に該 当する 職員 であ つた 者  

(1) そ の 退 職 し                 、 又

は 死亡 した 日にお いて 、前条 各号 のい

ず れか に該 当する 職員 であ つた 者  

( 2 ) そ の 退 職 又 は 失 職 の 後 、 基 準 日 ま

で の 間 に お い て 、 次 に 掲 げ る 者 (非 常

勤 で あ る 者 に あ っ て は 法 第 2 8条 の 5第

1項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め

る 職 員 (以 下 「 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う 。 )に限 る。 )と なつ たも の  

(2)  そ の 退 職         の 後 、 基 準 日 ま

で の 間 に お い て 、 次 に 掲 げ る 者 (非 常

勤 で あ る 者 に あ っ て は 法 第 2 8条 の 5第

1項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め

る 職 員 (以 下 「 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う 。 )に限 る。 )と なつ たも の  

ア  条 例の 適用を 受け る職 員  ア  条 例の 適用を 受け る職 員  

イ  法 第 3条 第 3項 に 規 定 す る 特 別 職

に 属す る職 員  

イ  法 第 3条 第 3項 に 規 定 す る 特 別 職

に 属す る職 員  

(3) （略 ）  (3) （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

(勤 勉手当 の支 給を 受け る職 員 ) (勤 勉手当 の支 給を 受け る職 員 ) 

第 9条  条 例 第 1 8条 第 1項 後 段 に 規 定 す る

規 則で 定め る職員 は、次 に掲 げる 職員と

す る 。ただ し 、第 2号に 掲げ る者 のうち 、

勤 勉 手 当 に 相 当 す る 手 当 が 支 給 さ れ な

い 職員 につ いては 、こ の限 りで ない。  

第 9条  条 例 第 1 8条 第 1項 後 段 に 規 定 す る

規 則で 定め る職員 は、次 に掲 げる 職員と

す る 。ただ し 、第 2号に 掲げ る者 のうち 、

勤 勉 手 当 に 相 当 す る 手 当 が 支 給 さ れ な

い 職員 につ いては 、こ の限 りで ない。  

( 1 ) そ の 退 職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又

は 死亡 した 日にお いて 、前条 各号 のい

ず れか に該 当する 職員 であ つた 者  

(1) そ の 退 職 し                 、 又

は 死亡 した 日にお いて 、前条 各号 のい

ず れか に該 当する 職員 であ つた 者  

(2) （略 ）  (2) （略 ）  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 下水 道排 水設 備指定 工事 店規 則新 旧対照 表  

現 行  改 正案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 



(指 定の申 請等 ) (指 定の申 請等 ) 

第 2条  条 例 第 6条 の 3第 1項 の 規 定 に よ る

申 請 は 、 下 水 道 排 水 設 備 指 定 工 事 店 (指

定・更新 )申 請書 (第 1号 様式 )に 次に 掲げ

る 書類 を添 えて行 うも のと する 。  

第 2条  条 例 第 6条 の 3第 1項 の 規 定 に よ る

申 請 は 、 下 水 道 排 水 設 備 指 定 工 事 店 (指

定・更新 )申 請書 (第 1号 様式 )に 次に 掲げ

る 書類 を添 えて行 うも のと する 。  

( 1 ) 個 人 の 場 合 は 、 住 民 票 記 載 事 項 証

明 書 並 び に 経 歴 書 (第 2号 様 式 )       

                及 び 条 例 第 6 条 の 2

第 1項 第 4号 ア に 該 当 し な い 旨 の 証 明

書  

( 1 ) 個 人 の 場 合 は 、 住 民 票 記 載 事 項 証

明 書 並 び に 経 歴 書 (第 2号 様 式 )、 誓 約

書 (第 2号 様 式 の 2 )及 び 条 例 第 6条 の 2

第 4号 イ      に 該 当 し な い 旨 の 証 明

書  

(2)～ (6) （略）  (2)～ (6) （略）  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

(責 任技術 者の 登録 の申 請等 ) (責 任技術 者の 登録 の申 請等 ) 

第 9条  条 例 第 6条 の 1 0第 1項 の 規 定 に よ

る 申 請 は 、 下 水 道 排 水 設 備 責 任 技 術 者

(新 規 ・ 更 新 )登 録 申 請 書 (第 1 2号 様 式 )

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 行 う も の と

す る。  

第 9条  条 例 第 6条 の 1 0第 1項 の 規 定 に よ

る 申 請 は 、 下 水 道 排 水 設 備 責 任 技 術 者

(新 規 ・ 更 新 )登 録 申 請 書 (第 1 2号 様 式 )

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 行 う も の と

す る。  

(1)～ (3) （略）  (1)～ (3) （略）  

（ 加え る）  (4) 誓約 書 (第 2号 様式 の 2) 

( 4 ) 条 例 第 6条 の 9第 2項 第 1号 に 該 当 し

な い旨 の証 明書  

( 5 ) 条 例 第 6条 の 9第 2項 第 2号 に 該 当 し

な い旨 の証 明書  

2 （略）  2 （略）  

(責 任技術 者の 登録 の更 新の 申請 等 ) (責 任技術 者の 登録 の更 新の 申請 等 ) 

～ 略～  ～ 略～  

第 12条  （ 略）  第 12条  （ 略）  

2  前 項 の 申 請 書 に は 、 条 例 第 6条 の 9第 1

項 第 2号 の 更 新 講 習 の 修 了 証 の 写 し 及 び

第 9条 第 1項 第 2号 か ら 第 4号 ま で に 規 定

す る書 類を 添えな けれ ばな らな い。  

2  前 項 の 申 請 書 に は 、 条 例 第 6条 の 9第 1

項 第 2号 の 更 新 講 習 の 修 了 証 の 写 し 及 び

第 9条 第 1項 第 2号 か ら 第 5号 ま で に 規 定

す る書 類を 添えな けれ ばな らな い。  

3 （略）  3 （略）  

（ 加え る）  (責 任 技術 者の 辞退 の届 出 ) 

第 1 3条  条 例 第 6条 の 1 4第 1項 の 規 定 に よ

る 届出 は、下 水道排 水設 備責 任技 術者登

録 辞 退 届 出 書 (第 1 6号 様 式 )に よ り 行 う

も のと する 。  

(責 任技術 者の 異動 の届 出 ) (責 任技術 者の 異動 の届 出 ) 

第 1 3条  条 例 第 6条 の 1 4      の 規 定 に よ 第 1 4条  条 例 第 6条 の 1 4第 2項 の 規 定 に よ



る 届出 は、下 水道排 水設 備責 任技 術者異

動 届 出 書 (第 1 6号 様 式 )に よ り 行 う も の

と する 。  

る 届出 は、下 水道排 水設 備責 任技 術者異

動 届 出 書 (第 1 7号 様 式 )に よ り 行 う も の

と する 。  

2 （略）  2 （略）  

(責 任 技 術 者 の 登 録 の 取 消 し 及 び 効 力 の

停 止の 通知 ) 

(責 任 技 術 者 の 登 録 の 取 消 し 及 び 効 力 の

停 止の 通知 ) 

第 1 4条  条 例 第 6条 の 1 5第 2項 の 規 定 に よ

る 通知 は、下 水道排 水設 備工 事責 任技術

者 登 録 取 消 等 通 知 書 (第 1 7号 様 式 )に よ

り 行う もの とする 。  

第 1 5条  条 例 第 6条 の 1 5第 2項 の 規 定 に よ

る 通知 は、下 水道排 水設 備工 事責 任技術

者 登 録 取 消 等 通 知 書 (第 1 8号 様 式 )に よ

り 行う もの とする 。  

(公 示 ) (公 示 ) 

第 15条  （ 略）  第 16条  （ 略）  

～ 略～  ～ 略～  

第 1号様式 (第 2条、 第 5条 関係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 1号様式 (第 2条、 第 5条 関係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 2号様式 (第 2条関 係 ) (略 ) 第 2号様式 (第 2条関 係 ) (略 ) 

（ 加え る）  第 2号様式 の 2(第 2条、 第 9条関 係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 3号様式 (第 2条関 係 ) (略 ) 第 3号様式 (第 2条関 係 ) (略 ) 

第 4号様式 (第 2条関 係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 4号様式 (第 2条関 係 ) 

[別 添のと おり ] 

～ 略～  ～ 略～  

第 8号 様 式 (第 4条 関 係 )～ 第 1 0号 様 式 (第 7

条 関係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 8号 様 式 (第 4条 関 係 )～ 第 1 0号 様 式 (第 7

条 関係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 11号 様式 (第 8条 関係 ) (略 ) 第 11号 様式 (第 8条 関係 ) (略 ) 

第 12号 様式 (第 9条 、第 12条 関係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 12号 様式 (第 9条 、第 12条 関係 ) 

[別 添のと おり ] 

～ 略～  ～ 略～  

第 15号 様式 (第 11条 関係 ) 

[別 添のと おり ]  

第 15号 様式 (第 11条 関係 ) 

[別 添のと おり ]  

（ 加え る）  第 16号 様式 (第 13条 関係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 16号 様式 (第 13条 関係 )・第 17号様 式 (第

14条関 係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 17号 様式 (第 14条 関係 )・第 18号様 式 (第

15条関 係 ) 

[別 添のと おり ] 

 

 

 



改 正附 則  

現 行  改 正案  

    附  則  

  この 規則 は、公布の 日か ら施 行する 。た

だ し、 第 1条の 規定 は、 令和 元年 12月 14日

か ら施 行す る。  

 



 

（現行） 

 

第1号様式(第2条、第5条関係) 

  年  月  日 
 

下水道排水設備指定工事店    申請書 

 

 

(あて先) 

寒川町長 

  

 
工事店番号 ＊ 

 

 

 

ふ り が な 〒           

住 所             

 

ふ り が な             

申請者 商号 (名 称)              

 

ふ り が な             

氏名(代表者)          ㊞   

 

電 話   (  )       

 

次のとおり、書類を添えて申請いたします。 

申 請 区 分 □ 新 規      □ 更 新 

〔添付書類〕 

□ 申請者(法人の場合は代表者)の住民票記載事項証明書 

□ 申請者(法人の場合は代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権し

ていない者に該当しない旨の証明書 

□ 経歴書(第2号様式) 

□ 登記事項証明書及び定款の写し 

□ 営業所の平面図及び付近見取図(第3号様式)並びに営業所及び倉庫の写真 

□ 専属の下水道排水設備責任技術者名簿(第4号様式)及び雇用関係を証する書類 

□ 責任技術者証の写し 

□ 設備・器材所有調書(第5号様式) 

□ その他(                           ) 

＊は、更新の場合のみ記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

指 定

更 新

 

（改正案） 

 

第1号様式(第2条、第5条関係) 

  年  月  日 
 

下水道排水設備指定工事店    申請書 

 

 

(宛先 ) 

寒川町長 

  

 
工事店番号 ＊ 

 

 

 

ふ り が な 〒           

住 所             

 

ふ り が な             

申請者 商号 (名 称)              

 

ふ り が な             

氏名(代表者)          ㊞   

 

電 話   (  )       

 

次のとおり、書類を添えて申請いたします。 

申 請 区 分 □ 新 規      □ 更 新 

〔添付書類〕 

□ 申請者(法人の場合は代表者)の住民票記載事項証明書 

□ 経歴書(第2号様式) 

□ 誓約書(第2号様式の2) 

□ 身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書) 

□ 登記事項証明書及び定款の写し 

□ 営業所の平面図及び付近見取図(第3号様式)並びに営業所及び倉庫の写真 

□ 専属の下水道排水設備責任技術者名簿(第4号様式)及び雇用関係を証する書類 

□ 責任技術者証の写し 

□ 設備・器材所有調書(第5号様式) 

□ その他(                           ) 

＊は、更新の場合のみ記入してください。 

 

指 定

更 新



第2号様式の2(第2条、第9条関係) 

 

 

 

誓   約   書 

 

 

 

私（法人にあっては、役員を含む。）は、次の規定に該当しない者であることを誓約しま

す。 

 

 

 

 

□ 寒川町下水道条例第6条2第4号ア 

 

□ 寒川町下水道条例第6条の9第2項第1号 

 

 

 

  年  月  日 

 

申請者 

                         〒 

                  ふ り が な          

住    所                               

 

 

                  ふ り が な 

＊商号 (名称)                        

                                

 

                  ふ り が な 

氏名(代表者)              ㊞    

 

 

 

電    話     （   ）           

 

 

(宛先) 

寒川町長 

 

 

 

＊商号（名称）に、下水道排水設備責任技術者登録申請者は記入しないで下さい。 

 



 

（現行） 

 

第4号様式(第2条関係) 

年  月  日 

 

専属の下水道排水設備責任技術者名簿 

 

 (あて先) 

  寒川町長 

 

ふ り が な 〒           

住 所             

 

ふ り が な             

申請者  商号 (名 称)              

 

ふ り が な             

氏名 (代表者)           印  

 

電 話   (  )       

 

ふ り が な 

氏 名 

ふ り が な 

住 所 

 

登 録 番 号 

 

 

摘 要 

 

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

〔添付書類〕 

 ・責任技術者証の写し 

 ・雇用関係を証するもので次のいずれかの書類 

  □組合健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証(雇用関係を証明できな

い国民健康保険証を除く。)の写し 

  □雇用保険被保険者資格取得確認通知者及び保険料領収書の写し 

  □従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し 

 

 

 

（改正案） 

 

第4号様式(第2条関係) 

年  月  日 

 

専属の下水道排水設備責任技術者名簿 

 

 (宛先 ) 

  寒川町長 

 

ふ り が な 〒           

住 所             

 

ふ り が な             

申請者  商号 (名 称)              

 

ふ り が な             

氏名 (代表者)           印  

 

電 話   (  )       

 

ふ り が な 

氏 名 

ふ り が な 

住 所 

 

登 録 番 号 

 

 

摘 要 

 

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

  〒   

 

  

     

〔添付書類〕 

 ・責任技術者証の写し 

 ・雇用関係を証するもので次のいずれかの書類 

  □組合健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証(雇用関係を証明できな

い国民健康保険証を除く。)の写し 

  □雇用保険被保険者資格取得確認通知者及び保険料領収書の写し 

  □従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し 

 

 



 

（現行） 

 

第8号様式(第4条関係) 

 

  年  月  日 

 

 

下水道排水設備指定工事店証再交付申請書 

 

 

(あて先) 

寒川町長 

 

 

ふ り が な 〒            

住 所              

 

ふ り が な              

申請者  商号 (名 称)               

 

ふ り が な              

氏名 (代表者)           ㊞   

 

電 話   (  )        

 

次のとおり、指定工事店証の再交付を申請します。 

 

指定番号         第    号 

 

有効期間 自    年  月  日 至    年  月  日 

 

理 由                                    

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

 

(注意事項) 

破損し、又は汚損した場合は、その指定工事店証を添付すること。 

 

（改正案） 

 

第8号様式(第4条関係) 

 

  年  月  日 

 

 

下水道排水設備指定工事店証再交付申請書 

 

 

(宛先 ) 

寒川町長 

 

 

ふ り が な 〒            

住 所              

 

ふ り が な              

申請者  商号 (名 称)               

 

ふ り が な              

氏名 (代表者)           ㊞   

 

電 話   (  )        

 

次のとおり、指定工事店証の再交付を申請します。 

 

指定番号         第    号 

 

有効期間 自    年  月  日 至    年  月  日 

 

理 由                                    

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

 

(注意事項) 

破損し、又は汚損した場合は、その指定工事店証を添付すること。 



 

（現行） 

 

第9号様式(第6条関係) 

 

  年  月  日 

 

 

下水道排水設備指定工事店指定辞退届出書 

 

 

(あて先) 

寒川町長 

 

 

ふ り が な 〒            

住 所              

 

ふ り が な              

申請者  商号 (名 称)               

 

ふ り が な              

氏名 (代表者)           ㊞   

 

電 話   (  )        

 

次のとおり、指定工事店の指定を辞退したいので届け出ます。 

 

指定番号         第    号 

 

有効期間 自    年  月  日 至    年  月  日 

 

理 由                                    

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

 

＊添付書類 

指定工事店証 

 

（改正案） 

 

第9号様式(第6条関係) 

 

  年  月  日 

 

 

下水道排水設備指定工事店指定辞退届出書 

 

 

(宛先 ) 

寒川町長 

 

 

ふ り が な 〒            

住 所              

 

ふ り が な              

申請者  商号 (名 称)               

 

ふ り が な              

氏名 (代表者)           ㊞   

 

電 話   (  )        

 

次のとおり、指定工事店の指定を辞退したいので届け出ます。 

 

指定番号         第    号 

 

有効期間 自    年  月  日 至    年  月  日 

 

理 由                                    

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

 

＊添付書類 

指定工事店証 







 

（現行） 

第12号様式(第9条、第12条関係) 

  年  月  日 

 

下水道排水設備責任技術者    登録申請書 

 

 

(あて先) 

寒川町長 

 

 

  登録番号 ＊ 
 

 

 

ふりがな 〒           

住 所             

 

ふりがな             

申請者 氏 名          ㊞  

 

ふりがな             

勤 務 先             

 

電 話   (  )       

 

次のとおり、書類を添えて申請いたします。 

 

申 請 区 分 

 

□ 新 規      □ 更 新 

 

〔添付書類〕 

 

□ 試験に合格したことを証する書類の写し 

 

□ 更新講習を受講したことを証する書類の写し 

 

□ 住民票記載事項証明書 

 

□ 写真2枚 

 

□ その他(                           ) 

 

 

 

 

 

 

＊は、更新の場合のみ記入してください。 

新 規

更 新

 

 

（改正案） 

第12号様式(第9条、第12条関係) 

  年  月  日 

 

下水道排水設備責任技術者    登録申請書 

 

 

(宛先 ) 

寒川町長 

 

 

  登録番号 ＊ 
 

 

 

ふりがな 〒           

住 所             

 

ふりがな             

申請者 氏 名          ㊞  

 

ふりがな             

勤 務 先             

 

電 話   (  )       

 

次のとおり、書類を添えて申請いたします。 

 

申 請 区 分 

 

□ 新 規      □ 更 新 

 

〔添付書類〕 

 

□ 試験に合格したことを証する書類の写し 

 

□ 更新講習を受講したことを証する書類の写し 

 

□ 住民票記載事項証明書 

 

□ 写真2枚(提出前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦2.5センチメート

ル、横2センチメートル)写真裏面に氏名を記入。 

 

□ 誓約書(第2号様式の2) 

 

□ 身分証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書) 

 

□ その他(                           ) 

 

＊は、更新の場合のみ記入してください。 

新 規

更 新

 



 

（現行） 

 

第15号様式(第11条関係) 

 

  年  月  日 

 

下水道排水設備責任技術者証再交付申請書 

 

(あて先) 

寒川町長 

 

 

ふりがな 〒          

住 所            

 

ふりがな            

氏 名          ㊞ 

 

生年月日    年  月  日 

 

次のとおり、下水道排水設備責任技術者証の再交付を申請します。 

 

登録番号     第    号 

 

有効期間 自   年  月  日 至   年  月  日 

 

理 由                                     

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

 

(注意事項) 

破損し、又は汚損した場合は、その責任技術者証を添付すること。 

〔添付書類〕 

写真2枚                                  

                         

 

 

 

（改正案） 

 

第15号様式(第11条関係) 

 

  年  月  日 

 

下水道排水設備責任技術者証再交付申請書 

 

(宛先 ) 

寒川町長 

 

 

ふりがな 〒          

住 所            

 

ふりがな            

氏 名          ㊞ 

 

生年月日    年  月  日 

 

次のとおり、下水道排水設備責任技術者証の再交付を申請します。 

 

登録番号     第    号 

 

有効期間 自   年  月  日 至   年  月  日 

 

理 由                                     

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

 

(注意事項) 

破損し、又は汚損した場合は、その責任技術者証を添付すること。 

〔添付書類〕 

写真2枚(提出前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦2.5センチメート

ル、横2センチメートル)写真裏面に氏名を記入。 

 



第16号様式(第13条関係) 

  年  月  日 

 

 

下水道排水設備責任技術者登録辞退届出書 

 

(宛先) 

寒川町長 

 

(本人) 

ふ り が な 〒       

住 所                    

                                      ふ り が な               

     氏    名            ㊞   

                             

電 話        (  )        

申請者 

(法定代理人・同居の親族) 

＊上記のいずれかに〇印を記入 

                   ＊同居の親族の場合、本人欄の記入必要です。 

ふ り が な 〒       

住 所                    

                                      ふ り が な               

  氏       名            ㊞   

                             

電 話        (  )        

 

次のとおり、下水道排水設備責任技術者の登録を辞退したいので届け出ます。 

 

指定番号         第    号 

 

有効期間 自    年  月  日 至    年  月  日 

 

理 由                                    

 

                                        

 

                                        

＊添付書類（現に有効なもの。または発行日から3月以内のもの） 

【法定代理人】家庭裁判所の選任決定書（写し）、または後見登記の登記事項証明書 

【同居の親族】世帯全員の住民票 







（現行） 

 

 

第17号様式(第14条関係) 

下水道排水設備工事責任技術者登録取消等通知書 

 

  年  月  日 

 

 

責任技術者登録番号 

 

 

            様 

 

 

寒川町長          

 

 

次のとおり通知します。 

区 分 

 

□ 登録の取消し 

 

□ 登録の効力の停止 

期間：    年   月   日から 

         年   月   日まで 

理 由 

  

 

  

 

  

 

  

 

指 示 事 項 

  

 

 

 

備 考 

・ この処分に不服がある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算し

て3月以内に、寒川町長に対して審査請求をすることができます。また、この処分を

受けたことを知つた日(審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があつたこ

とを知つた日)の翌日から起算して6月以内に、寒川町(寒川町長)を被告として、処分

の取消しの訴えを提起することができます。ただし処分の日から1年を経過するとそ

の訴えは提起できません。 

 

 

（改正案） 

 

 

第18号様式(第15条関係) 

下水道排水設備工事責任技術者登録取消等通知書 

 

  年  月  日 

 

 

責任技術者登録番号 

 

 

            様 

 

 

寒川町長          

 

 

次のとおり通知します。 

区 分 

 

□ 登録の取消し 

 

□ 登録の効力の停止 

期間：    年   月   日から 

         年   月   日まで 

理 由 

  

 

  

 

  

 

  

 

指 示 事 項 

  

 

 

 

備 考 

・ この処分に不服がある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算し

て3月以内に、寒川町長に対して審査請求をすることができます。また、この処分を

受けたことを知つた日(審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があつたこ

とを知つた日)の翌日から起算して6月以内に、寒川町(寒川町長)を被告として、処分

の取消しの訴えを提起することができます。ただし処分の日から1年を経過するとそ

の訴えは提起できません。 

 

 


